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D-219 ナトリウム及びクロール、カリウム（血液ガス分析と同日の算定） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、血液ガス分析と同日に別検体（静脈採血）により測定され

たナトリウム及びクロール、カリウムの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 血液ガス分析の所定点数にはナトリウム、カリウム、クロール、HCO3-

の測定が含まれるが、血液ガス分析を行った検体（動脈血）とは別に採取

した検体（静脈血）により実施したナトリウム及びクロール、カリウムの

算定については認められると整理した。 

 


